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①

②

青色アプリトップ画面

⇓青色アプリから決算予約をするには⇓
予約対象は

『令和 4年分・
所得税相談サポート』

令和4年分 決算予約開始令和4年分 決算予約開始

 

 

 

 

決算予約方法

令和 5年 1月 23 日 ( 月 ) から令和 4年分決算相談が始まります。

アプリが
便利！

青
色
ア
プ
リ
を



記帳確認月間は 11月 30 日 ( 水 ) まで
【1月 20日 ( 金 ) までに帳簿は完成させましょう】

決算書作成のための会計ソフトの入力や、記帳のご相
談です。 手書きの方は決算相談の際、決算書の下書き
(11 月号に同封 ) に記入の上ご持参ください。 

・帳簿確認・集計表の作成方法、会計ソフトの
入力確認
・減価償却資産の新規登録、除却、売却の処理
・扶養家族の登録変更や所得控除に関する確認
・マイナンバーカードに関する相談・確認
・決算相談までの日程確認 など

1 月 23 日 ( 月 ) 以降の決算相談を円滑に進めるために、この月間に記帳相談※にお越しください。
 疑問点を事前に解決し、 決算までの道のりを確認しましょう。 

記帳確認月間の主な確認内容

 12 月以降は混雑しますので、
是非こまめなご相談を !

※記帳相談とは ...

マイナンバーカードを
活     用   しよう！

・紙で申告した方も e-Tax で所得税申告書等の
PDF ファイルを取得できます。
( ダウンロードや印刷が可能・手数料無料 )

・納税証明書の交付請求ができ、事務所窓口又
は郵送での受け取りや電子ファイルとして取得
できます。

・確定申告に必要な情報 ( 確定申告のお知らせや
予定納税額など ) を確認することが出来ます。

マイナンバーカードでできること ( 一例 )

マイナンバーカードと
e-Tax の

事前登録を行いましょう。
ご予約の上来局ください。

【予約制】

決算説明会

●日 時
11 月 14 日 ( 月 ) ～ 17 日 ( 木 )
              各日 9:30～12:00・同一内容
●場 所　当会 3階研修室

・決算相談へ向けての準備
・決算書を作成するにはどうしたらいいの？
   に答えます！
決算についてご不安な方は是非お越しください。

※1月 5日 ( 木 )～1月 20 日 ( 金 ) 迄のご相談はお一人様一回限りとなります。

・直近までの帳簿を確認することで、決算相談がスムーズに！

・1月 23 日 ( 月 ) 以降は記帳相談※と会計ソフト相談※は行えません。

・マイナンバーカードをお持ちの方は、2種類のパスワードを分かるようにしてご持参ください。

1/20
迄
に
必
ず
確
認
！

青色アプリにてご予約可能です。
(お電話でもお受けいたします。)

に行こう



勧奨月間の取り組み

ご紹介された方がご入会されますと、ご紹介者様にはクオカード※1 を、
ご入会者様には帳簿付けに役立つグッズ ( 画像 )※2 を進呈いたします。  

ご入会者様へ

※1 ご入会された方が正会員・労働保険会員の場合に限ります。 
※2 ご入会された方が正会員の場合に限ります。

江戸川区中央１－２－１８

またはお電話で

ご予約は WEB

ご相談時間

土日祝日休

９時１０時１１時・１３時１４時１５時

帳簿、

記帳して

いますか？

▲A5メッシュケース・
ミニノート・
ペン

▲青色申告会×
パナソニックホームズの

トートバッグ

トートバックは
　　　今年限定！
持ち手が長めで
　　　使いやすい ☆

◀
無
料
記
帳
相
談
ポ
ス
タ
ー

お近く・お知り合いで新規に開業された方、 もしくは未入会の方をご紹介ください。

<会員勧奨月間>会員をご紹介ください

無料記帳相談会 (非会員対象 )
【10 月 3日 ( 月 ) ～ 11 月 30 日 ( 水 )】を実施中！
是非周りの方へ青色申告会をご紹介ください。
▶その他取り組み
・9月 15 日 ( 木 ) 支部長会 ( 於：グリーンパレス )
・10 月 7日 ( 金 ) 東部・鹿骨ブロック合同勧奨説明会 ( 於：東部区民館 )

＜問合先＞
東京労働局労働基準部賃金課 (℡03-3512-1614【直通】)
東京働き方改革推進支援センター (℡0120-232-865)

東京都最低賃金
改正のお知らせ

税理士無料相談会 司法書士無料相談会

12 月    7 日（水）

11月    2 日（水）

相談開始時間は 10:00～16:00、1 時
間単位です。(12 時～13 時を除く。)

各種相談会 (予約制 )

随時
受け付けております。

●●

※詳細はお問い合わせください。

時間額 1,072 円 に改正されました。
東京都内で働く全ての労働者に適用されます。

※東京都最低賃金は、令和 4年 10 月 1日から

令
和
4
年
度
労
働
保
険
未
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続
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業
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11
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〜
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月
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会
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お
願
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し
上
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す
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広告
昭和第一高等学校
【同窓会江戸川支部(昭窓会)】

〒113-0033
東京都文京区本郷1-2-15
TEL：03-3811-0636
FAX：03-3814-7985
【募集人員】
[普通科] 特進コース 男女：  
[普通科] 進学コース 男女:  240 名

40 名

▶▶事務局カレンダー
11 月     2 日 税理士無料相談会

11月     4 日・9日・11日 インボイス制度説明会

11月   30 日 相続・財産承継セミナー
( 於：タワーホール船堀 )

11 月   14 日～ 17 日 決算説明会

11月   25 日 職員研修のため事務局休館

【予約制】インボイス説明会
追加開催

多くの個人事業者に関係があります

令和 5 年 10 月から消費税のインボ
イス制度が始まります。
一度も説明会に参加されていない方
は是非ご参加ください。

【日　時】※全て同一内容

11月 4日 (金 )・9日 (水 )※・11日 (金 ) 
9：30 ～ 11：30　／　14：00 ～ 16：00

【会　場】
当会 3階研修室

※9日 ( 水 ) のみ夜間 18：00 ～ 20：00 も開催
します。

青色アプリにてご予約可能です。
( お電話でもお受けいたします。)

年末調整指導会 開催

12月 21 日 ( 水 )～12 月 23 日 ( 金 )

令和 5年 1月 5日 ( 木 )～1月 6日 ( 金 )

 
 

 

 
 

 

 

８月にお送りした納付書により、11 月 30 日（水）までにお納めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
都税事務所を装って、個人情報を不正に取得したり、金銭をだまし取ろうとする事例が発生しています。 

不審に感じた場合は即答せずに、主税局総務部総務課相談広報班（03-5388-2925）までご連絡ください。 

また、万が一被害にあわれた場合は、すぐに警察にご連絡ください。 

＜メールによる手口＞ 

【事例】 

 ・「あなたは納付限を経過した税金を完納していません。速やかに納付してください。」などと記載したメールが送付されてくる。 

 ・プリペイドカードの購入等の方法により納付するよう求めてくる。 

＜電話による手口＞ 

 「○○都税事務所の○○です」または「○○都税事務所の者です」と職員を装って電話をかけてきます。その後、以下の事例のよ

うに個人情報を聞きだそうとします。 

【事例１】 

・「税務調査を行っているので、納税者の情報について確認したい」と質問してくる。 

・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。 

【事例２】 

 ・「税金が還付されます」、「払いすぎた医療費をお返しします」とだまし、ＡＴＭに誘い出す。 

 ・ＡＴＭコーナーから指定の電話番号に電話するように指示する。 

 ・指定の電話番号に電話すると、ＡＴＭの操作を言葉巧みに指示し、お金を振り込ませる。 

 

 ス マ ホ ア プ リ 

＜ご利用になれる納税方法＞ 

※ご利用の前に、主税局ホームページにて各納税方法の注意事項をご確認ください。 
 

都税 Web 口座振替申込受付サービスにて、

11 月 10 日までにお申込みいただくと、 

個人事業税第２期分からの 

口座振替が可能です。 

 口座振替 

 クレジットカード 
インターネットの専用サイト 

から納税が出来ます。 

 

 コンビニ 

【お問合せ先】 

＜課税について＞ 所管都税事務所の個人事業税班又は支庁 

＜納税について＞ 所管都税事務所の徴収管理班又は都税支所・支庁 

 

 

 窓口 金融機関、郵便局、 

都税事務所・都税支所・支庁の窓口 

 

 
インターネットバンキング 

モバイルバンキング 

ＡＴＭ 

ペイジー  にて 

納税ができます。 

 

主税局 HP 

都税の支払い方法 

▶ ▶ ▶ 

スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」を利用して、スマートフォンやタブレット 

端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより納付できます。 

【お問合せ先】 主税局総務部総務課相談広報班 03-5388-2925 

江戸川都税事務所からのお知らせ 

 

予約なしの来局順受付となります。

年末調整相談は

指導会へ！
必要書類 (令和 4年分 )

( 配偶者 ( 特別 ) 控除適用の場合 )

◆上半期分 ( 源泉時 ) の控え
◆源泉徴収簿 ( 従業員 1名につき 1枚 )
◆扶養控除等 ( 異動 ) 申告書
◆従業員の控除証明書等
◆従業員の配偶者の収入金額が分かるもの

◆納付書 (現金納付の方 )


